
労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間（健康管理時間）の状況

※月に平均45時間超えの場合に課題有りとする（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の手引きに定める目安）

※計算方法　「各月の対象労働者の（法定時間外労働＋法定休日労働）の総時間数の合計」÷「対象労働者数」
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